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著作物 
二次的著作物 

第６回 

白鴎大学 
杉山 務 

平成２６年１１月４日 

変形著作物 

 ・ 著作物の修正増減 批評，注解，附録，図画 

 ・ 美術著作物の異種複製 絵を彫刻，彫刻を絵 

翻案著作物 

 ・ 外国の小説の舞台を日本に移し替え 

 ・ 古典を現代語訳にする 

 ・ 小説や戯曲の大筋を生かし趣向を変える 

 内面形式を維持しながら外面形式を大幅に変更 

 ・ 脚色，映画化，小説を児童向けにリライト，ダイジェスト 

 小説の演劇化，美術著作物の異種複製（写真，彫刻） 
 

Ｑ：原著作物の権利者の許諾を得ない二次的著作物は適法
に成立し，権利主張できるか。  

二次的著作物 
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二次的著作物 

2条1項11号 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは

変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作
した著作物をいう。 

（二次的著作物）  

11条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著
作物の著作者の権利に影響を及ぼさない 

（翻訳権、翻案権等）  

27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、
映画化し、その他翻案する権利を専有する 

（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）  

第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著

作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物
の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する 

１０条 

どこまでも行こうＶＳ記念樹 

本質的な特徴を直接感得できる編曲は同一性保持権を侵害 

東高140906 

著作権法は、楽曲の「編曲」（２条１項11号、27条）について、特に定義を設けていない。 

言語の著作物の「翻案」が、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な
特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思
想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表
現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をい
う   （最高裁130628 江差追分事件） 

「編曲」とは、「原曲」に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体
的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、こ
れに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物である
楽曲を創作する行為をいう 

どこまでもいこう：昭和４１年にブリヂストンのＣＭ 
中学校の音楽教科書に収録され、長く歌い継がれる大衆
歌謡ないし唱歌 

編曲権及び氏名公表権を侵害 

平成15年3月11日 上告を却下 

どこまでも行こう 
道は厳しくとも 
口笛を吹きながら 
走って行こう 
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キャンディ・キャンディ 

原作者 

東高120330 

漫画家 

争点：連載漫画の登場人物の絵のみを
利用する行為に対して原作者としての権利
が及ぶか 

翻案権、放送権、氏名表示権 

 原作者は、二次的著作物の一部の利用に関しても、それが
原著作物の内容を覚知できる部分かどうかに関わらず、二次
的著作物の著作者と同様の権利を有するから、原作者は、マ
ンガ家と同様、漫画の登場人物の絵のみを複製する行為に対
しても、著作権侵害を理由として差止め等を求めることができ
る。 

江差追分事件 

北の波濤に唄う 

最一判130628 

NHKTV番組：「ほっかいどうスペシャ
ル・・・江差追分のルーツ・・・」 

NHKTV番組 
争点：プロローグの翻案にあたるか 

既存の著作物に依拠して創作された著作物が，思想，感情若しくはアイデ
ア，事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性
がない部分において，既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には
，翻案には当たらない。 

翻案権、放送権、氏名表示権 
ノンフィクション書籍 

本件ナレーションは，本件著作物に依拠して創作されたものであるが，本件プロロ
ーグと同一性を有する部分は，表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性
がない部分であって，本件ナレーションの表現から本件プロローグの表現上の本
質的な特徴を直接感得することはできないから，本件プロローグを翻案したものと
はいえない。 

にしん御殿 
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１ たいやき君事件 東京地裁520330 ー 

２ 平将門事件 東京地裁570308  ＋ 

３ ポパイ事件上告審 最高裁090717 ＋ 再 

４ キューピー事件 東京高裁130530 ＋ 

 

二次的著作物 

http://www.dreamnews.jp/press/0000046321/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hMJfzP0zqbiOhM&tbnid=IoUBok2h6R-GmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://stamproad.shop-pro.jp/?pid%3D58462270&ei=ozVpUr-JMYqdkgW8v4CIAg&bvm=bv.55123115,d.dGI&psig=AFQjCNH0ctnUeS_eD11cJ6FK2yKWrFfFBw&ust=1382713057123664
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g55g2wtszc0k5M&tbnid=eCAi9a-vBqfy3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.163.com/cat2213990@126/blog/static/514132162009102782414562/&ei=yDVpUojdHYykkQXYlYDoDg&bvm=bv.55123115,d.dGI&psig=AFQjCNH0ctnUeS_eD11cJ6FK2yKWrFfFBw&ust=1382713057123664
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 画家としての感覚と技術とを駆使して，独自に『たいやき』の
擬人化現象として本件原画を製作したことが認められる。 

 したがって，本件原画は，著作権により保護される著作物で
ある。 本件縫いぐるみは，縫いぐるみ人形であって，数種の色
彩，柄の布地を裁断して縫製し，その内部に綿類等の芯を詰
め入れ，魚の顔を，体を形成しているが，その形体，表情は，
本件原画のそれとほとんど同一であることが認められ，他に右
認定をくつがえすに足りる証拠はない。 

 右認定によれば，本件縫いぐるみは，本件原画に依拠して，
これを変形して製造されたものと認めるのが相当である。」 

「たいやきくん」事件  東京地裁昭和５２年３月３０日 

標準テキスト178頁 

http://www.bando-hokoten.jp/masakadomaturi-39/masakadomaturi-1.html
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 和臭の変体漢文を訓読するについては、原典が成立した年代、その時
代の用語、文法、当時の政治的、経済的、社会的背景、原著作者の地位身
分、写本成立の年次、その伝来の系統、写本作成者の学殖等原典の文意
を解釈するについての諸条件を考究し、この研究の結果から訓読者が解釈
した原典の文意を、あるいは原典の成立した時代の読み方に近付けて書き
表わし、あるいは現代人に理解できる文章に書き改めることが必要である
が、この作業の各々について、訓読者各自の諸般にわたる学識、文章理解
力、表現力の差異等により、訓読者各自の個性の表現ともいうべき異なつ
た結果が生じるものであり、本件訓読文は、これに先立つて公表されている
「将門記」についての他の訓読文と比較すれば、幾多の点で相違し、原告
の学識経験に基づく独自の訓読文として完成されている。 

 本件訓読文は、「真福寺本」による「将門記」を原著作物とし、その内面形

式を維持しつつ、原告の創意に基づきこれに新たな具体的表現を与えたも

のであつて、著作権法2条1項11号の規定にいう著作物を翻案することによ

り創作した著作物に該当すると解して何の差支えもない。 

将門記事件 東京地裁570308  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kXg113Yi_B8vkM&tbnid=OlSk6kg_3tIJUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9D%E3%83%91%E3%82%A4-DVD-TV%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1/dp/B0018O3OX2&ei=ITJpUpvRIcGzkgWegAE&bvm=bv.55123115,d.dGI&psig=AFQjCNF7jy3ko_SgEIxRSyqyJGs5Ta-BSQ&ust=1382712131594806
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3-agxJNDGZ70_M&tbnid=ovRq8MWC_dLxVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sekidou.com/law/lives/ip/09.shtml&ei=QTZpUvGBHouKkwWSlYHIDQ&bvm=bv.55123115,d.dGI&psig=AFQjCNFBm7A8fxdUOHwT3fn2b3fpi-qF8A&ust=1382713239738074
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3-agxJNDGZ70_M&tbnid=ovRq8MWC_dLxVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_1_6.htm&ei=UjZpUvekE8TskgWP94H4Cw&bvm=bv.55123115,d.dGI&psig=AFQjCNFBm7A8fxdUOHwT3fn2b3fpi-qF8A&ust=1382713239738074
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一 漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復
して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらな
い。 

二 二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創
作物部分のみについて生じ、原著作物と共通し、その実質を同じくする部分
には生じない。 

三 連載漫画において、登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護
期間が満了した場合には、後続の漫画の著作権の保護期間がいまだ満了
していないとしても、当該登場人物について著作権を主張することはできな
い。 

四 著作権法二一条の複製権を時効取得する要件としての継続的な行
使があるというためには、著作物の全部又は一部につき外形的に著作権
者と同様に複製権を独占的、排他的に行使する状態が継続されていること
を要し、そのことについては取得時効の成立を主張する者が立証責任を負
う。 

ポパイ事件 最高裁090717 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xSzQtFMEk0DU3M&tbnid=gLpm7MVqIuMA3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://store.shopping.yahoo.co.jp/familiamia/zry-qp-110.html&ei=WzJpUrjMJsnYlQWTu4DADg&bvm=bv.55123115,d.dGI&psig=AFQjCNHupwVx2F0wUcxXLmyz8Bw722PLyA&ust=1382712262951700
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=erLHfvZ_5IuuOM&tbnid=b_NAryjYmG-e6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.asahi.com/business/update/0118/TKY201301180436.html&ei=xDZpUqK6NcS2kAXa84GABw&bvm=bv.55123115,d.dGI&psig=AFQjCNEtS20DEEjR5Hr13hum4peKpnvIqQ&ust=1382713361873115
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aiagDPs9e8xL2M&tbnid=WLoytLJaicxQmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://qpvoice.exblog.jp/6880770/&ei=5DZpUoGmKsfvlAXf94HgCw&bvm=bv.55123115,d.dGI&psig=AFQjCNEtS20DEEjR5Hr13hum4peKpnvIqQ&ust=1382713361873115
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 キューピー人形は独自の著作物  

 かわいらしい幼児の天使の立像」自体、その表現が
多種多様であり得るのであって、そのような立像に新た
な創作性が付与されたものであれば、著作権法上の著
作物というべきである。 

 キューピーイラストが従来の作品における子供、天使
、キューピッド等の表現として不可避又は一般的な表
現にとどまらず、むしろ、新たな空想上の存在を感得さ
せる表現上の創作性を有する以上、これを立体的に表
現した本件著作物もまた、その創作性を認めることが
できる。 

「キューピー人形事件」東京高裁平成１３年５月３０日 

ま と め 

ご清聴 ありがとうございました。 

問合せ先 杉 山  務 


